
ンターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第46号)に

規定する整備及び運営に関する基準を満たすものであること。)として、利

用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援

を行う事業 

(3) 地域活動支援センターⅠ型事業 専門職員(精神保健福祉士等をいう。)

を配置し、次に掲げる活動の全てを実施する事業であって、前2号に規定す

る事業を併せて実施するもの(第1号に規定する事業については、区長から

委託を受けて実施している場合を含む。) 

ア 医療関係機関、福祉関係機関及び地域の社会基盤との連携強化のため

の調整 

イ 地域住民のボランティア育成 

ウ 地域住民の障害に対する理解の促進を図るための普及啓発 

(4) 住宅入居等支援事業(障害者単身生活サポート事業) 入居支援員を配置

し、単身生活を希望する障害者(法第5条第18項に規定する地域移行支援の

利用対象者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に基づく宿

泊所の利用者又は江東区以外の区市町村が援護の実施者である者を除く。)

に対し次に掲げる支援の全てを実施する事業 

ア 保証人がいない場合等における公営住宅及び民間賃貸住宅の契約手続

の支援 

イ 家主に対する相談及び助言 

ウ 地域住民の障害に対する理解の促進を図るための普及啓発 

エ 医療関係機関との連携 

オ 障害者の単身生活に理解がある家主の賃貸物件情報の収集及び公開 

カ 夜間又は緊急に対応が必要となる場合における24時間体制での相談支

援 

キ 家事全般に対する支援及び栄養管理指導 

ク 清潔保持の確認及び指導 

ケ 就労先又は日中活動先との連絡調整 

コ 金銭の管理に関する指導 

 


